
令和２年２月 28日 

 

三重県立松阪商業高等学校 

生徒及び保護者 様 

 

三重県立松阪商業高等学校 

校 長 川瀬 幸史 

 

緊急連絡 

■臨時休業等について- 

・臨時休業期間：令和２年３月２日（月）～３月 22日（日）とします。 

 ※臨時休業期間は、更に延長される可能性があります。延長された場合には、本校から連

絡をいたします。 

・臨時休業期間における不要不急の外出は控えてください。 

・臨時休業期間中のアルバイトは禁止します。ただし、３月 23 日（月）以降のアルバイト

については、すでに許可を受けている者のみを許可します。 

・クラブ活動は、２月 29日（土）、３月１日（日）及び臨時休業期間中は禁止します。  

※３月 23日（月）以降のクラブ活動については、各顧問からの連絡を待ってください。 

※本日（2/28）に「３年生を送る会」等を計画しているクラブは、本日のみ実施を許可しま

す。 

・「絆ネット」を登録していない生徒は、「絆ネット」を登録してください。また、「絆ネッ

ト」を登録できない生徒は、緊急連絡先を担任に伝えてください。 

・３月２日（月）から予定していた「学年末考査」は実施しません。 

・通知表は、４月８日（水）の始業式以降に配付します。 

・本日配付できなかったプリント等については、後日郵送する予定です。 

・始業式は、４月８日（水）の予定です。詳細は別紙プリントを参照してください。 

・教科書の販売は４月９日（木）以降の予定です（４月８日（水）に代金を準備する必要は

ありません）。 

・臨時休業期間中の問い合わせ事項については、松阪商業高等学校（0598-28-3011、番号案

内ガイダンス「４」→「１」）教頭の谷口までお願します。 

・後期選抜（３月 10日（火）、採点日３月 11日（水））は、緊急連絡以外は学校への連絡は

ご遠慮ください。 

・感染が疑われる場合には、医療機関に相談するとともに、早急に学校へお知らせください。 

 

■卒業式（令和２年３月１日（日）10:00～）について 

・在校生は参列しないため、登校しないでください。 


